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(57)【要約】
【課題】エレベーターのカゴ内における広告効果の向上
を図るとともに、乗員の安全確保に寄与することができ
る広告表示機能付き防犯カメラ装置を提供すること。
【解決手段】エレベーターのカゴ７０１内の側壁面側に
向けて、カゴ７０１内の上部に後付けされる防犯カメラ
装置１００において、カゴ７０１内で広告を表示する表
示画面１０２と、カゴ７０１内を撮影するカメラを正面
に設ける。そのカメラ（正面レンズ１０３）の光学系の
光軸方向を、工具１００１を用いて変更可能とすること
によって、カメラの撮影範囲の調整をおこなうことが容
易にできるようにした。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略平板形状をなし、平板の背面をエレベーターのカゴ内の側壁面側に向けて、当該カゴ
内の上部に後付けされる筐体と、
　前記筐体の正面に設けられ、前記カゴ内で当該カゴの乗員に対して広告を表示する表示
画面と、
　前記筐体の正面に設けられ、撮像素子および当該撮像素子に外光を導く光学系を備えた
撮影ユニットを有し、前記カゴ内を撮影する撮影部と、
　を備え、
　前記筐体は、前記撮影ユニットの前記光学系の光軸方向を変更可能に保持することを特
徴とする広告表示機能付き防犯カメラ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、エレベーターのカゴ内で広告を表示するとともに当該カゴ内を撮影する広
告表示機能付き防犯カメラ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベーターのカゴ内における防犯を目的として、カゴ内を撮影する防犯カメラ装置を
設置したエレベーターが数多く存在する。
【０００３】
　関連する技術として、具体的には、従来、たとえば、広告を表示する表示画面と、表示
画面と同一面に設けられた撮像部と、を備えた情報処理装置において、エレベーターの乗
員に対して画像を表示するとともに、表示される画像を見ている乗員を撮影して記憶する
ことにより、エレベーターの乗員に対して情報を提供するとともに、エレベーター内で発
生するおそれがある犯罪行為などを抑止し、エレベーター内の防犯に寄与するようにした
技術があった（たとえば、下記特許文献１を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１９－１５１４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載された従来の技術は、表示画面および撮像部
の位置がそれぞれ固定されているため、エレベーターのカゴのサイズや形状によっては、
広告が見やすくなるように表示画面の位置を決定するとカゴ内の撮像範囲に死角を生じ、
広い撮像範囲を確保できるように撮像部の位置を決定すると広告が見づらくなって十分な
広告効果を得ることが難しいという問題がある。
【０００６】
　また、防犯カメラ装置は、新規に設置されるエレベーターに備え付けられていることが
多く、設置時に防犯カメラ装置を備えているエレベーターは、一般的に、高価なエレベー
ターに限定される傾向にある。設置時において防犯カメラ装置を備えていないエレベータ
ーに防犯カメラ装置を後付けするためには、大掛かりな工事が必要になり、工事のために
エレベーターを利用できない期間が長くなり、エレベーターの利用者の利便性が低下して
しまうという問題がある。
【０００７】
　一方で、費用の面から防犯カメラ装置の設置を先送りすることは、乗員の安全確保が不
十分であり好ましくなく、また、エレベーターのカゴ内での犯罪やトラブルが発生しても
特定や検証することができず、防犯面において問題がある。
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【０００８】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、エレベーターのカゴ内に
おける広告効果の向上を図るとともに、乗員の安全確保に寄与することができる広告表示
機能付き防犯カメラ装置を提供することを目的とする。
【０００９】
　また、この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、エレベーターの利
用者の利便性を低下させることなく、乗員の安全確保に寄与することができる防犯カメラ
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかる広告表示機能付き防犯
カメラ装置は、略平板形状をなし、平板の一面（以下「背面」という）をエレベーターの
カゴ内の側壁面側に向けて、かつ、前記背面とは反対の面（以下「正面」という）が、当
該側壁面と略平行となるように、当該カゴ内の上部に後付けされる筐体と、前記筐体の正
面に設けられ、前記カゴ内で当該カゴの乗員に対して広告を表示する表示画面と、撮像素
子および当該撮像素子に外光を導く光学系を備えた撮影ユニット、および、当該撮影ユニ
ットと連結されて当該光学系の光軸方向に交差する方向に沿って延出する回動軸を備え、
前記カゴ内を撮影する撮影部と、前記筐体の正面に設けられたレンズ開口から、前記撮像
素子に導く外光が入射する入射レンズを臨ませた状態で、前記筐体の内側において前記回
動軸を軸心周りに回動可能な状態で保持する保持部と、前記保持部に保持された前記回動
軸を固定する規制部と、を備え、前記規制部が、前記筐体における前記背面および前記正
面とは異なる面（以下「側面」という）を板厚方向に貫通するネジ孔と、当該ネジ孔に螺
合されるネジと、を備え、当該ネジの先端を前記回動軸に当接させることによって前記回
動軸の回動を規制することを特徴とする。
【００１１】
　また、この発明にかかる広告表示機能付き防犯カメラ装置は、上記の発明において、前
記ネジが、外周面にネジ山が設けられた軸部と、当該軸部の長さ方向における一端に設け
られた頭部と、を備え、前記頭部には、所定形状の工具穴が形成されていることを特徴と
する。
【００１２】
　また、この発明にかかる広告表示機能付き防犯カメラ装置は、上記の発明において、前
記回動軸が、軸心方向を鉛直方向と平行にして配置され、前記入射レンズに対して斜め下
方から外光が入射するように前記回動軸と連結されていることを特徴とする。
【００１３】
　また、この発明にかかる広告表示機能付き防犯カメラ装置は、上記の発明において、前
記入射レンズが、画角が９０度以上であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明にかかる広告表示機能付き防犯カメラ装置によれば、エレベーターのカゴ内に
おける広告効果の向上を図るとともに、乗員の安全確保に寄与することができるという効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置の外観構成を示す説明図
（その１）である。
【図２】図２は、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置の外観構成を示す説明図
（その２）である。
【図３】図３は、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置の外観構成を示す説明図
（その３）である。
【図４Ａ】図４Ａは、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置の外観構成を示す説
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明図（その４）である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置の外観構成を示す説
明図（その５）である。
【図５】図５は、ＡＣ電源コネクタと電源供給用プラグとの接続状態を示す説明図である
。
【図６Ａ】図６Ａは、撮影部の取付状態を示す説明図（その１）である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、撮影部の取付状態を示す説明図（その２）である。
【図７】図７は、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置の設置例を示す説明図で
ある。
【図８】図８は、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置の外観の一例を示す説明
図である。
【図９】図９は、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置のハードウエア構成の一
例を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、防犯カメラ装置の設置作業の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる広告表示機能付き防犯カメラ装置（以下
「防犯カメラ装置」という）の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００１７】
（防犯カメラ装置の外観構成）
　まず、防犯カメラ装置の外観構成について説明する。図１～図４Ａおよび図４Ｂは、防
犯カメラ装置の外観構成を示す説明図である。図１においては防犯カメラ装置の正面図を
示し、図２においては背面図を示している。図３においては、防犯カメラ装置の正面側か
らの斜視図を示している。また、図４Ａにおいては背面側からの斜視図を示し、図４Ｂに
おいては図４ＡにおけるＡ矢視図を示している。
【００１８】
　図１～図４Ａおよび図４Ｂに示すように、防犯カメラ装置１００は、たとえば、エレベ
ーターのカゴ内に設置される。防犯カメラ装置１００は、扁平な長方体形状（平板形状）
をなす筐体１０１を備えている。筐体１０１は、当該筐体１０１の一面（以下「背面１０
１ａ」という）側に設けられる背面カバー１０１Ａと、背面１０１ａとは反対の面（以下
「正面１０１ｂ」という）側に設けられるベゼル部材１０１Ｂと、によって構成される。
【００１９】
　防犯カメラ装置１００は、筐体１０１の背面１０１ａ側（すなわち、背面カバー１０１
Ａ）をエレベーターのカゴ内の側壁面側に向けて、かつ、正面１０１ｂ側（すなわち、ベ
ゼル部材１０１Ｂ）が当該側壁面と略平行となるような状態で設置される（図７を参照）
。防犯カメラ装置１００は、カゴ内の上部に後付けすることができる。
【００２０】
　防犯カメラ装置１００の筐体１０１において、正面１０１ｂには、表示画面１０２が設
けられている。防犯カメラ装置１００は、表示画面１０２が、エレベーターのカゴの側壁
面と略平行となるような状態で設置される。表示画面１０２は、たとえば、液晶表示器（
ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ
－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ、７セグメントディスプレイなどによって実
現することができる。
【００２１】
　また、正面１０１ｂには、この発明にかかる入射レンズである正面レンズ１０３が配置
されている。正面レンズ１０３は、図１や図３に示すように、筐体１０１における、表示
画面１０２の左右のいずれか（図１や図３では、表示画面１０２に向かって右）の端部の
外側に位置するように配置される。
【００２２】
　正面レンズ１０３は、正面用撮像素子（撮像素子）とともに、この発明にかかる撮影ユ
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ニットを実現する正面カメラ（図６Ａにおける符号６０１を参照）を構成する。正面カメ
ラにおいては、入射レンズを介して入射した外光が正面用撮像素子において結像する。正
面カメラにおいては、正面レンズ１０３や正面用撮像素子によって光学系が構成される。
【００２３】
　正面レンズ１０３は、１つだけ配置されていてもよく、筐体１０１における、表示画面
１０２の左右の両方に配置されていてもよい。正面レンズ１０３は、筐体１０１における
、表示画面１０２より鉛直方向下側に配置されていてもよい。また、正面レンズ１０３の
数は、１つまたは２つに限らず、３つ以上であってもよい。
【００２４】
　正面カメラは、正面レンズ１０３と正面用撮像素子との間に１または複数のレンズや、
当該複数のレンズのうちの少なくとも１つのレンズを光軸方向に沿って移動させる可動機
構などを備えていてもよい。正面カメラは、具体的には、たとえば、コントラストＡＦ（
ＡｕｔｏＦｏｃｕｓ）や位相差ＡＦなどのパッシブ方式により焦点を合わせるＡＦユニッ
トによって実現される。
【００２５】
　また、正面レンズ１０３は、ベゼル部材１０１Ｂの正面１０１ｂ側、すなわち、表示画
面１０２がなす平面に対して、正面レンズ１０３の光軸が所定の角度（たとえば、２０度
）だけ下側を向くように構成されている。これにより、正面レンズ１０３に対して斜め下
方から外光が入射する。そして、これによって、平板形状の筐体１０１を側壁面に取り付
けて、表示画面１０２が、側壁面と平行になった場合であっても、カゴ内の下側の領域を
確実に撮影することができる。
【００２６】
　なお、正面カメラの構成部品のうち、少なくとも正面レンズ１０３が、筐体１０１にお
ける、筐体１０１における、表示画面１０２の左右のいずれかの端部の外側に位置、また
は、表示画面１０２より鉛直方向下側に配置されていればよく、筐体１０１の形状や筐体
１０１内の部品の配置によっては、正面レンズ１０３以外の構成部品は、必ずしも表示画
面１０２の左右のいずれかに配置されていなくてもよい。
【００２７】
　また、正面１０１ｂには、スピーカー１０４やステータス表示ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）１０５が設けられている。スピーカー１０４は、音声信号
である電気信号によって振動板を振動させて音を発生させる。スピーカー１０４は、表示
画面１０２の左右（カゴ内に設置された状態における左右）にそれぞれ設けられている。
スピーカー１０４は、音声信号を出力する出力端子であってもよく、当該出力端子に外部
スピーカーを接続して、音を発生させるようにしてもよい。接続する外部スピーカーは、
１台であってもよく、２台以上であってもよい。スピーカー１０４の設置位置も、表示画
面の左右には限定されない。
【００２８】
　ステータス表示ＬＥＤ１０５は、防犯カメラ装置１００の動作状態を示す。具体的に、
ステータス表示ＬＥＤ１０５は、たとえば、電源のＯＮ／ＯＦＦ状態、リンクアップ状態
、データ送受信の有無、エラー発生の有無、注意を促す警告などを示す。ステータス表示
ＬＥＤ１０５は、複数のＬＥＤランプ１０５ａによって構成されている。複数のＬＥＤラ
ンプ１０５ａは、それぞれが異なる色で発光するものであってもよく、それぞれが複数色
を適宜切り替えて発光するものであってもよい。ステータス表示ＬＥＤ１０５は、各ＬＥ
Ｄランプ１０５ａの点灯の有無や発光色によって防犯カメラ装置１００の動作状態を示す
。
【００２９】
　背面１０１ａには、電源ボタン２０１および操作ボタン２０２が設けられている。電源
ボタン２０１は、操作されるごとに、防犯カメラ装置１００の電源のＯＮ／ＯＦＦを切り
替える。操作ボタン２０２は、複数のボタン２０２ａ～２０２ｆによって構成されている
。
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【００３０】
　具体的に、ボタン２０２ａ、２０２ｂは、たとえば、スピーカー１０４から出力される
音声の音量の調整操作を受け付ける。ボタン２０２ｃ、２０２ｄは、たとえば、防犯カメ
ラ装置１００の起動時に表示画面１０２に表示される設定画面に表示される複数の操作メ
ニューの中から所望の操作メニューを選択する操作を受け付ける。ボタン２０２ｅは、選
択された操作メニューの決定を受け付ける。
【００３１】
　ボタン２０２ｅは、防犯カメラ装置１００の起動中に操作されることにより、表示画面
１０２における表示内容の切り替え操作を受け付けてもよい。具体的には、防犯カメラ装
置１００の起動中におけるボタン２０２ｅの操作により、たとえば、広告などの表示内容
を設定画面に切り替えることができる。
【００３２】
　ボタン２０２ｆは、防犯カメラ装置１００の起動中に操作されることにより、撮影開始
を受け付ける。正面カメラ（図６における符号６０１を参照）および背面カメラ（図６に
おける符号６１３を参照）のいずれによって撮影をおこなうかは、ボタン２０２ａ～２０
２ｅの操作によって選択することができる。
【００３３】
　電源ボタン２０１および操作ボタン２０２は、少なくとも一方が背面１０１ａに設けら
れていればよい。具体的には、たとえば、電源ボタン２０１を背面１０１ａに設け、操作
ボタン２０２を筐体１０１の側面（背面１０１ａおよび正面１０１ｂ以外の面）や正面１
０１ｂに設けてもよい。また、表示画面１０２にタッチパネルを積層し、当該タッチパネ
ルと表示画面１０２に表示する画像とによってソフトウェア的に再現されるソフトキーに
よって操作ボタン２０２を実現してもよい。
【００３４】
　また、背面１０１ａには、背面蓋２０３、背面レンズ２０４、ポート用電源スイッチ２
０５、外部アンテナ取付穴２０６、複数のビス穴２０７、ＡＣ電源コネクタ２０８、およ
び、ＡＣ電源ケーブル固定用部材２０９が設けられている。背面蓋２０３は、筐体１０１
に対して取り外し可能に取り付けられている。背面蓋２０３は、ネジなどを用いて筐体１
０１に固定されている。
【００３５】
　背面蓋２０３を筐体１０１に固定するネジは、汎用的な工具では操作することができな
い特殊ネジを用いることが好ましい。また、背面蓋２０３は、少なくとも両脇の２ヵ所を
含む複数箇所に設けることが好ましい。背面蓋２０３は、筐体１０１に取り付けられた状
態において、背面１０１ａに設けられたポートやスロット（いずれも図示を省略）を覆う
。
【００３６】
　ポートは、防犯カメラ装置１００の外部とのデータの入出力を担い、具体的には、たと
えば、ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ａポートによって実現することができる。ポートは、複数設け
られていてもよい。ポートを複数設ける場合、たとえば、１つをエレベーターの遠隔監視
装置などの外部装置とのインタフェースとして用い、別の１つを防犯カメラ機能により撮
影したカゴ内の画像を記録（録画）するＵＳＢメモリなどの記憶装置とのインタフェース
として用いることができる。これにより、外部装置と連携して動作しつつ、カゴ内の画像
を記録（録画）することができる。スロットは、拡張ボードやメモリカードなどの挿入を
受け付け、具体的には、たとえば、ＳＩＭカードスロットやＭｉｃｒｏＳＤカードスロッ
トによって実現することができる。
【００３７】
　背面蓋２０３には、スリット２０３ａが設けられている。これにより、ポートおよびポ
ートと端子との接続を保護しつつ、ポートを介して防犯カメラ装置１００と外部装置など
とを接続するケーブル（図５における符号５０２を参照）をスリット２０３ａから外部に
引き出すことができる。そして、これにより、外部機器との接続の自由度を確保すること
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ができる。
【００３８】
　背面レンズ２０４は、背面用撮像素子とともに、背面カメラを構成する。背面カメラは
、防犯カメラ装置１００の設置に際して、設置対象となるエレベーターに貼り付けてある
物件コード（図示を省略する）の読み込みに用いる。物件コードは、たとえば、エレベー
ターのカゴの内壁面に貼り付けられた二次元コードによって実現することができる。背面
カメラによる二次元コードの読み込みは、防犯カメラ装置１００の設置時のみおこなって
もよく、設置後も定期的あるいは所定の条件が整った場合におこなってもよい。
【００３９】
　防犯カメラ装置１００の設置後に定期的あるいは所定の条件が整った場合に、背面カメ
ラによる二次元コードの読み込みをおこなうことにより、防犯カメラ装置１００が正規の
位置に取り付けられていることを確認することができ、防犯カメラ装置１００の不正な持
ち出しを抑制することができる。
【００４０】
　ポート用電源スイッチ２０５は、操作されることにより、ポートの電源のＯＮ／ＯＦＦ
を切り替える。これにより、ポートを使わない場合は電源をＯＦＦすることによって、省
電力化を図ることができる。防犯カメラ装置１００が複数のポートを備える場合、ポート
ごとにポート用電源スイッチ２０５を設けてもよい。これにより、ポートごとに電源のＯ
Ｎ／ＯＦＦを切り替えることができ、一層の省電力化を図ることができる。
【００４１】
　外部アンテナ取付穴２０６は、防犯カメラ装置１００とは別体の外部アンテナの取り付
けに用いる。具体的に、外部アンテナ取付穴２０６は、たとえば、Ｆ型コネクタによって
実現することができる。Ｆ型コネクタは、筐体１０１の内部において、図示を省略する受
信回路に接続されている。
【００４２】
　ビス穴２０７には、防犯カメラ装置１００をカゴの内壁面に固定するためのビスが螺合
される。防犯カメラ装置１００は、ビスによって、カゴの内壁面に直接固定されるもので
あってもよく、カゴの内壁面に固定されるステーを介してカゴの内壁面に固定されるもの
であってもよい。
【００４３】
　ＡＣ電源コネクタ２０８は、電源供給用プラグ（図５における符号５０１を参照）を挿
抜可能であって、電源に接続された電源供給用プラグが挿入されることによって電力の供
給を受け付ける。ＡＣ電源コネクタ２０８は、たとえば、ＡＣ（Ａｌｔｅｒｎａｔｉｎｇ
　Ｃｕｒｒｅｎｔ）アダプターなどと称される、ＡＣ電源（商用電源）より入力される交
流から所定の直流電力を取り出す機器が備える電源供給用プラグの挿入を受け付ける。Ａ
Ｃ電源コネクタ２０８は、この発明にかかる電源コネクタを実現する。
【００４４】
　ＡＣアダプターにおいて、電源供給用プラグは、ＡＣ電源に接続され、ＡＣ電源の交流
から所定の直流電力を取り出す変圧回路、整流回路、安定化回路などによって構成される
本体部に接続される。ＡＣアダプターを介して給電を受けることにより、半導体素子を利
用して動作する防犯カメラ装置１００自体が、交流を直流に変換する回路を搭載していな
くても動作することができる。これにより、防犯カメラ装置１００の軽量化、低コスト化
を図ることができる。なお、防犯カメラ装置１００自体が、変圧回路、整流回路、安定化
回路などの、交流を直流に変換する回路を備えていてもよい。ＡＣアダプターは、ＡＣ電
源に常態的に接続されているものに限らず、コンセントに挿入されることによって給電を
受けるコンセントプラグを備えていてもよい。
【００４５】
　ＡＣ電源ケーブル固定用部材２０９は、ＡＣ電源コネクタ２０８に挿入（接続）された
電源供給用プラグに連続するケーブルの位置の固定に用いる。具体的に、ＡＣ電源ケーブ
ル固定用部材２０９は、長さ方向における両端が背面１０１ａに接して設けられた円弧形
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状をなし、円弧形状の内周面と背面１０１ａとによって孔を形成する。
【００４６】
　ＡＣ電源ケーブル固定用部材２０９は、少なくとも長さ方向における一端が背面１０１
ａに固定されている。ＡＣ電源ケーブル固定用部材２０９の長さ方向における他端は、背
面１０１ａに固定されていなくてもよく、背面１０１ａから離間していてもよい。ＡＣ電
源ケーブル固定用部材２０９を利用したケーブルの固定方法については、後述する（図５
を参照）。
【００４７】
　さらに、防犯カメラ装置１００がカゴ内に設置された状態における、筐体１０１の下部
には、図示を省略する別のポートが設けられている。別のポートは、防犯カメラ装置１０
０の外部とのデータの入出力を担い、具体的には、たとえば、上記のポートと同様に、Ｕ
ＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ａポートによって実現することができる。別のポートは、たとえば、防
犯カメラ装置１００が撮影した画像データ（防犯カメラ録画データ）を外部装置にエクス
ポートする際に使用する。別のポートを筐体１０１の下部に設けることにより、防犯カメ
ラ装置１００をカゴの内壁面から取り外したり、背面蓋２０３を筐体１０１から取り外し
たりすることなく、画像データを外部装置にエクスポートすることができる。
【００４８】
　筐体１０１には、別のポートを覆うカバー２１０が設けられていてもよい。このカバー
２１０は、ネジなどを用いて筐体１０１に固定されていてもよい。カバー２１０を固定す
るネジも、上述した背面蓋２０３を固定するネジと同様に、特殊ネジを用いることが好ま
しい。これにより、良好な操作性を確保するために、筐体１０１の下部にポートを設ける
場合にも、画像データが不正にエクスポートされることを防止できる。
【００４９】
　筐体１０１における背面および正面とは異なる面（以下「側面」という）１０１ｃには
、当該側面１０１ｃを板厚方向に貫通するネジ孔４０１が設けられている。ネジ孔４０１
は、筐体１０１における側面であって、正面レンズ１０３（正面カメラ）の近傍に設けら
れている。この実施の形態において、ネジ孔４０１は、表示画面１０２に向かって右側に
位置する側面１０１ｃに設けられている。
【００５０】
（ＡＣ電源コネクタ２０８と電源供給用プラグとの接続状態）
　つぎに、ＡＣ電源コネクタ２０８と電源供給用プラグとの接続状態について説明する。
図５は、ＡＣ電源コネクタ２０８と電源供給用プラグとの接続状態を示す説明図である。
防犯カメラ装置１００は、図５に示すように、ＡＣ電源コネクタ２０８に、ＡＣ電源に接
続された電源供給用プラグ５０１が挿入（接続）されることによって給電され、動作する
ことができる。
【００５１】
　電源供給用プラグ５０１に接続されたケーブル５０２は、たとえば、電源供給用プラグ
５０１をＡＣ電源コネクタ２０８に挿入（接続）した後、ケーブル５０２の断線防止や周
囲の部材との干渉防止などを考慮した任意の位置に引き回す。そして、引き回したケーブ
ル５０２が断線しないことや、当該ケーブル５０２が周囲の部材に干渉しないことなどを
確認してから、当該ケーブル５０２を、結束バンドなどを用いてＡＣ電源ケーブル固定用
部材２０９に固定する。
【００５２】
　これにより、ＡＣ電源コネクタ２０８と電源供給用プラグ５０１との位置関係がある程
度固定され、ＡＣ電源コネクタ２０８に対して電源供給用プラグ５０１が自由に移動する
ことが抑制され、エレベーターのカゴが昇降することによる振動などに起因して不用意に
給電が停止することを防止できる。また、ケーブル５０２の位置を固定することにより、
ケーブル５０２が垂れ下がって美観を損ねたり、ケーブル５０２を引っ張って給電を停止
させるなどの悪戯を防止することができる。
【００５３】
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（撮影部の取付状態）
　つぎに、撮影部の取付状態について説明する。図６Ａおよび図６Ｂは、撮影部の取付状
態を示す説明図である。図６Ａおよび図６Ｂに示すように、撮影部６００は、正面カメラ
６０１と、回動軸６０２と、によって構成される。撮影部６００は、筐体１０１の正面側
をなす、ベゼル部材１０１Ｂに固定されている。
【００５４】
　回動軸６０２は、正面カメラ６０１に連結されている。回動軸６０２は、正面カメラ６
０２における光学系の光軸方向（正面レンズ１０３の光軸方向）に交差する方向に沿って
延出している。具体的に、回動軸６０２は、防犯カメラ装置１００をエレベーターのカゴ
内に設置した状態において、軸心方向を鉛直方向と平行にして配置されるように設けられ
ている。
【００５５】
　ベゼル部材１０１Ｂの背面側には、筐体１０１の正面から正面レンズ１０３を臨ませる
レンズ開口６０３と、回動軸６０２を嵌め込むことが可能な溝６０４と、を備えた保持部
６０５が設けられている。溝６０４は、たとえば、ベゼル部材１０１Ｂの背面側に、回動
軸６０２の直径と略同一の間隔で設けられたリブによって実現することができる。正面カ
メラ６０１は、レンズ開口６０３を介して正面レンズ１０３を筐体１０１の外部に臨ませ
る。
【００５６】
　回動軸６０２は、溝６０４に嵌め込まれており、溝６０４に嵌め込まれた状態で、軸心
周りに回動可能に設けられている。回動軸６０２を軸心周りに回動させることにより、正
面カメラ６０１も回動軸６０２の軸心周りに回動する。これにより、正面カメラ６０１に
よる撮影範囲を調整することができる。
【００５７】
　回動軸６０２には、所定角度以上の回動軸の回動を規制するための規制用リブ６０６が
設けられている。回動軸６０２は、たとえば、正面レンズ１０３を正面１０１ｂ側に向け
て配置した状態から、水平方向において、左右に２０度ずつ回動することができる。回動
軸６０２の回動角度は、水平方向において、左右に２０度ずつに限定されるものではなく
、２０度未満、あるいは、２０度よりも大きい角度であってもよい。
【００５８】
　撮影部６００が、レンズ開口６０３を介して正面レンズ１０３を筐体１０１の外部に臨
ませ、回動軸６０２が溝に嵌め込まれた状態において、回動軸６０２は、支持部材６０７
によって、定位置に支持されている。支持部材６０７は、略アーチ形状をなし、両端に一
対のネジ孔（貫通孔）６０８を備えている。支持部材６０７は、ネジによってベゼル部材
１０１Ｂの背面側に固定されている。
【００５９】
　また、ベゼル部材１０１Ｂの背面側には、表示画面１０２、正面カメラ６０１、背面カ
メラ６１３、その他防犯カメラ装置１００が備える各部を駆動制御する基板６０９や、当
該基板６０９と各部とを接続する配線（プリント配線）６１０、などが設けられている。
基板６０９には、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ）６１１やコンデンサ６１２などが搭載されている。背面カメラ６１３は、正面カメ
ラ６０１と同様に、配線６１４を介して基板６０９に接続されている。
【００６０】
　側面１０１ｃは、ベゼル部材１０１Ｂのリブ上に起立した周縁部６１５によって実現す
ることができる。側面１０１ｃ（周縁部６１５）を板厚方向に貫通するネジ孔４０１は、
側面１０１ｃの外側から溝６０４の内側まで連通している。溝６０４を構成するリブのう
ちの側面１０１ｃ側のリブと、側面１０１ｃの内面と、の間はカラー状部材６１６によっ
て連結されており、ネジ孔４０１は、側面１０１ｃ（周縁部６１５）を板厚方向に貫通す
る孔と、カラー状部材６１６の内周側の貫通孔と、溝６０４を構成するリブのうちの側面
１０１ｃ側のリブを板厚方向に貫通する孔と、によって実現される。
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【００６１】
　ネジ孔４０１の内周面には、ネジ山（雌ネジ）が設けられている。ネジ孔４０１には、
ネジ６１７が螺合される。ネジ６１７は、外周面にネジ山が設けられた軸部と、当該軸部
の長さ方向における一端に設けられた頭部と、を備えている。ネジ６１７の頭部には、所
定形状の工具穴（リセス）が形成されている。工具穴は、ネジを締めたり緩めたりする際
に使用する工具と噛み合う部分であって、具体的には、たとえば、プラスドライバーと噛
み合う十字穴、マイナスドライバーと噛み合うすりわり、六角棒レンチと噛み合う六角穴
などによって実現することができる。
【００６２】
　ネジ孔４０１に螺合するネジ６１７は、特殊ネジであることが好ましい。特殊ネジは、
市販のドライバーや市販のレンチなどの市販の工具で操作することができず、専用の工具
を用いて操作することができる。
【００６３】
　ネジ６１７は、筐体１０１の外側からネジ孔４０１に挿入され、ドライバーなどの工具
を用いて締め込まれることにより、先端が筐体１０１の内側に進むようにして、ネジ孔４
０１に設けられたネジ山（雌ネジ）と螺合する。ネジ６１７は、ネジ孔４０１に螺合され
て締め込まれることにより、側面１０１ｃを貫通し、先端（軸部における頭部とは反対側
の端部）が筐体１０１の内側に位置づけられる。
【００６４】
　ネジ６１７は、先端を回動軸６０２に当接させることによって、回動軸６０２の回動を
固定することができる。具体的に、ネジ６１７は、先端と回動軸６０２との摩擦によって
、回動軸６０２の回動を規制し、回動軸６０２の位置を固定することができる。ネジ孔４
０１およびネジ６１７は、固定部６１８を構成する。
【００６５】
（防犯カメラ装置１００の設置例）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００の設置例について説明す
る。図７は、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００の設置例を示す説明図
である。図７においては、エレベーターのカゴ内の様子を示している。
【００６６】
　図７に示すように、エレベーターのカゴ７０１は、乗員が乗るための空間を内側に備え
、当該空間と外部とを開閉し、カゴ７０１に対して乗員が出入りする出入り口部分の扉７
０２を備えている。カゴ７０１内の側壁面には、カゴ７０１に搭乗した乗員が操作する操
作盤７０３が設けられている。操作盤７０３は、たとえば、行先階ボタン、扉開閉ボタン
、非常ボタンなどを含む操作ボタン群や、カゴ７０１が位置する階床などを表示する表示
器を備えている。操作盤７０３は、カゴ７０１の内面であって、扉７０２と同じ面に設け
られている。
【００６７】
　図７において、防犯カメラ装置１００は、扉７０２および操作盤７０３が設けられてい
る側壁面と同じ側壁面であって、操作盤７０３より上側の天井近くに設置されている。こ
れは、カゴ７０１内の乗員が、扉７０２側の側壁面を向いて立つことが一般的であること
を想定している。
【００６８】
　すなわち、通常、乗員は、カゴ７０１内に入った後、扉７０２側の側壁面を向いて立つ
ことが多く、このような位置に防犯カメラ装置１００を設けることによって、カゴ７０１
内の乗員が、表示画面１０２に表示される広告を容易に見ることができる。これにより、
防犯カメラ装置１００を介した高い広告効果を発揮させることができる。
【００６９】
　防犯カメラ装置１００は、たとえば、正面カメラによって乗員の表情を撮影する。防犯
カメラ装置１００を天井近くに設置することにより、正面カメラによって乗員の表情を容
易に撮影することができる。また、正面カメラは、カゴ７０１から降りる際の乗員の表情
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を撮影することができる。
【００７０】
　また、防犯カメラ装置１００を、天井付近などのカゴ７０１内の上部に設置することに
より、乗員は、通常の状態で手を伸ばしても防犯カメラ装置１００に容易に触れることが
できない。したがって、乗員により、不用意に防犯カメラ装置１００に触れられたり、不
正に操作されたり、壊されたりすることを防止することができる。
【００７１】
　図示を省略するが、防犯カメラ装置１００は、扉７０２および操作盤７０３が設けられ
ている側壁面に対向する側壁面（カゴ７０１の奥側の側壁面）に、それぞれ設けるように
してもよい。カゴ７０１の奥側の側壁面に設けることによって、乗員は、カゴ７０１内に
入ってくる際に、防犯カメラ装置１００（の表示画面１０２）を見ることができる。
【００７２】
　さらに、扉７０２および操作盤７０３が設けられている側壁面と、その側壁面に対向す
る側壁面（カゴ７０１の奥側の側壁面）とに、それぞれ防犯カメラ装置１００を設けるこ
とにより、乗員は、カゴ７０１内に入る際、および、カゴ７０１内から出る際に、防犯カ
メラ装置１００（の表示画面１０２）を見ることができる。
【００７３】
　また、防犯カメラ装置１００は、扉７０２および操作盤７０３が設けられている側壁面
と同一の側壁面の上側に代えて、扉７０２および操作盤７０３が設けられている側壁面お
よび当該側壁面に対向する側壁面（カゴ７０１の奥側の側壁面）とは異なる側壁面に設け
るようにしてもよい。この場合、防犯カメラ装置１００は、カゴ７０１の側壁面において
、天井に近い上側の位置に設けることが好ましい。また、防犯カメラ装置１００は、カゴ
７０１の隅のコーナー位置に設置してもよい。このように、防犯カメラ装置１００は、カ
ゴ７０１内の扉７０２の上端よりも上側の位置のどの位置に設置してもよい。
【００７４】
　防犯カメラ装置１００は、エレベーターの設置後に、後付けすることができる。防犯カ
メラ装置１００は、カゴ７０１の広さ（定員数）、カゴ７０１の天井の高さ、カゴ７０１
の形状（床が正方形あるいは長方形など）、エレベーターの種類（シースルー型、壁面に
鏡の有り無し）、外扉の種類（窓の有り無し）などを勘案した最適な位置に設置すること
ができる。また、防犯カメラ装置１００は、防犯カメラ装置１００の設置後に、自由にそ
の設置位置を変更できるようにしてもよい。
【００７５】
　防犯カメラ装置１００は、たとえば、側壁面へのネジ止めにより設置することができる
。防犯カメラ装置１００を側壁面にネジ止めすることにより、落下を確実に防止すること
ができる。ネジ止めは、側壁面に限らず、ステーなどを介してカゴ７０１の天井に施して
もよい。防犯カメラ装置１００は、ネジ止め以外の方法（たとえばマグネットなどを使用
するなど）によって設置してもよい。
【００７６】
　カゴ７０１には、ＡＣアダプターが備えるコンセントプラグの挿入を受け付けるプラグ
ソケット７０４が設けられている。プラグソケット７０４は、ＡＣアダプターが備えるコ
ンセントプラグが挿入されることによって当該コンセントプラグとともに配線用差込接続
器を構成する。具体的には、たとえば、日本において汎用的に用いられているＡタイプの
プラグソケットを用いることができる。
【００７７】
　プラグソケット７０４は、Ａタイプに限るものではない。具体的には、たとえば、イン
ドやインドネシアなどにおいて広く用いられているＢ３タイプやＣタイプのプラグソケッ
トを用いてもよく、香港などにおいて広く用いられているＢＦタイプのプラグソケットを
用いてもよい。
【００７８】
　あるいは、韓国などにおいて広く用いられているＳＥタイプのプラグソケットを用いて
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もよく、台湾などにおいて広く用いられているＯタイプのプラグソケットを用いてもよい
。中国など、複数タイプのプラグソケットが普及している国や地域においては、Ａタイプ
、Ｂタイプ、Ｃタイプ、Ｂ３タイプ、ＢＦタイプ、ＳＥタイプ、Ｏタイプなど様々なタイ
プの中から、エレベーターを設置する地域に応じた任意のタイプのプラグソケットを用い
ることが好ましい。
【００７９】
　プラグソケット７０４は、カゴ上ボックスが収容する基板の電気回路に電気的に接続さ
れている。これにより、プラグソケット７０４やＡＣアダプターを介して防犯カメラ装置
１００に給電することができる。プラグソケット７０４は、カゴ上ボックスが収容する基
板の電気回路の端子に直接結線されているものに限らず、当該端子に接続された電力線に
接続されていてもよい。このような電力線にプラグソケット７０４を接続する場合、当該
電力線に分岐用のコネクタを設け、当該コネクタにプラグソケット７０４を接続すること
ができる。
【００８０】
　上述した特許文献１に記載された従来の技術は、情報処理装置において長時間にわたっ
て画像を表示するためには、当該情報処理装置に対する常時給電が必須であるものの、仮
に、情報処理装置に対して給電用のケーブル５０２を接続する場合、カゴ７０１に給電用
のケーブル５０２を通すための孔を空けなくてはならず、作業が煩雑であって時間がかか
るという問題があった。
【００８１】
　また、カゴ７０１に給電用のケーブル５０２を通すための孔を空けた場合、エレベータ
ーの設置後にカゴ７０１内に取り付けた防犯カメラ装置１００を撤去する際には、ケーブ
ル５０２を通すためにカゴ７０１に空けた孔が露出した状態となることで美観を損ねるな
どの不具合を回避するため、当該孔を塞ぐ補修作業をおこなう必要がある。このため、作
業が煩雑であって時間がかかり、エレベーターを利用できない時間が長くなって、利用者
の利便性に劣るという問題があった。
【００８２】
　これに対し、図７に示すエレベーターにおいては、カゴ７０１にプラグソケット７０４
が設けられているため、カゴ７０１に給電用のケーブル５０２を挿通するための孔を別途
空けることなく防犯カメラ装置１００に対して給電することができる。これにより、作業
者に負担をかけることなく、防犯カメラ装置１００を容易かつ速やかに設置することがで
き、電力不足によって停止させることなく、常時稼動させることができる。また、表示画
面に広告などを表示する場合も、電力不足によって停止させてしまうことなく、安定して
稼動させることができる。また、防犯カメラ装置１００の設置にかかる作業時間の短縮を
図り、エレベーターの利用者、作業者の負担軽減を図ることができる。
【００８３】
　また、カゴ７０１にプラグソケット７０４が設けられているため、カゴ７０１に給電用
のケーブル５０２を挿通するための貫通孔を埋め戻す作業が不要になり、撤去作業にかか
る作業者の負担軽減を図ることができる。さらに、防犯カメラ装置１００を撤去した後の
カゴ７０１内の美観を確保することができる。
【００８４】
　なお、プラグソケット７０４がカゴ７０１内に露出している場合、当該プラグソケット
７０４は、図７に示すように、カゴ７０１内の高い位置に配置することが好ましい。具体
的には、図７に示すように、プラグソケット７０４は、カゴ７０１の側面や天井面に設け
ることが好ましい。このように、カゴ７０１内に露出したプラグソケット７０４をカゴ７
０１内の高い位置に配置することにより、雨天時に傘や衣服から飛んだ水滴が付着するこ
とを防止でき、また、盗電や子供などによる悪戯をしにくくすることができる。
【００８５】
　プラグソケット７０４は、１つのカゴ７０１に１つ設けられていてもよく、１つのカゴ
７０１に複数個設けられていてもよい。１つのカゴ７０１に複数のプラグソケット７０４
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を設ける場合、当該複数のプラグソケット７０４を並べて配置してもよく、複数箇所に分
散して配置してもよい。プラグソケット７０４は、たとえば、当該プラグソケット７０４
がカゴ７０１の内壁面（天井面）と同一面内に位置するように配置するとよい。
【００８６】
　また、カゴ７０１には、プラグソケット７０４に代えて、図示を省略する、接栓座を設
けるようにしてもよい。接栓座は、図示を省略するカゴ上ボックスが収容する電気回路か
ら供給される電源を、当該接栓座に接続された防犯カメラ装置１００に対して供給する機
能を備える。具体的には、たとえば、電源供給用の配線を備えたレセクタブルを用いるこ
とによって、接栓座に接続された電気機器に対して電源を供給することができる。なお、
レセクタブルは、電源供給用の配線に加えて、信号伝送用の配線を備えていてもよい。
【００８７】
　接栓座を実現するレセクタブルは、当該レセクタブルに接続されている防犯カメラ装置
１００の動作中に抜き差しすることができるホットプラグによって実現することが好まし
い。接栓座を実現するレセクタブルは、さらに、図示を省略する制御回路を介して防犯カ
メラ装置１００への給電をおこなうようにしてもよい。
【００８８】
　また、接栓座は、たとえば、ＵＳＢコネクタによって実現してもよい。接栓座を実現す
るレセクタブルとしてのＵＳＢコネクタは、たとえば、ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ａコネクタ、
Ｍｉｃｒｏ　ＵＳＢコネクタ、Ｍｉｃｒｏ　ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｂコネクタ、ＵＳＢ　Ｔ
ｙｐｅ－Ｃコネクタなど公知の各種のＵＳＢコネクタのレセクタブルによって実現するこ
とができる。
【００８９】
　また、接栓座を実現するレセクタブルは、ＵＳＢインタフェースのコネクタ（レセクタ
ブル）に限るものではなく、たとえば、ＩＥＥＥ　１３９４コネクタ、ＰＳ／２コネクタ
、Ｄ－Ｓｕｂコネクタ、ＤＩＮコネクタ、同軸コネクタ、その他公知の各種の通信用のコ
ネクタによって実現されるものであってもよい。
【００９０】
　接栓座を実現するレセクタブルは、１つのカゴ７０１に１つ設けられていてもよく、１
つのカゴ７０１に複数設けられていてもよい。１つのカゴ７０１に複数の接栓座を実現す
るレセクタブルを設ける場合、通信Ｉ／Ｆのコネクタは１種類であってもよく、複数種類
であってもよい。
【００９１】
　接栓座を実現するレセクタブルは、たとえば、当該レセクタブルの端部がカゴ７０１の
内壁面と同一面内に位置するように配置することができる。また、接栓座を実現するレセ
クタブルは、たとえば、当該レセクタブルの端部がカゴ７０１の内壁面よりもカゴ７０１
の内側に飛び出していてもよく、カゴ７０１の内壁面から凹んだ位置に配置してもよい。
【００９２】
（防犯カメラ装置１００の外観）
　つぎに、防犯カメラ装置１００の外観について説明する。図８は、この発明にかかる実
施の形態の防犯カメラ装置１００の外観の一例を示す説明図である。図８に示すように、
防犯カメラ装置１００の表示画面１０２は、横方向に長い長方形をなし、筐体１０１に囲
まれている。
【００９３】
　表示画面１０２は、防犯カメラ映像表示領域８０１、管理情報表示領域８０２、各種情
報表示領域８０３、広告表示領域（広告エリア）８０４などのように複数（この実施の形
態においては４つ）の領域から構成されるものであってもよい。このように、４つの領域
に区切って表示することによって、各種情報を効率よく乗員に伝えることができる。
【００９４】
　表示画面１０２の左下側の長方形の広告表示領域８０４を囲むように、上側から右側に
かけて、防犯カメラ映像表示領域８０１、管理情報表示領域８０２、各種情報表示領域８
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０３が逆「Ｌ」字状に設けられている。防犯カメラ映像表示領域８０１は、左側に設けら
れ、それに続いて、管理情報表示領域８０２が横長に設けられる。防犯カメラ映像表示領
域８０１には、正面カメラによって撮影された映像をリアルタイムで表示するようにして
もよい。
【００９５】
　また、この管理情報表示領域８０２では、長いメッセージである場合は、右側から左側
に流れるようにメッセージが表示される。管理情報表示領域８０２を表示画面１０２の上
側に設けたのは、表示画面１０２の上側は、乗員にとっては視認しやすく、それ故に、比
較的重要な管理情報を確実に乗員に伝えることができる。
【００９６】
　また、右側の側面には、縦長に各種情報表示領域８０３が設けられており、図８に示す
ような天気予報や、交通情報、ニュースなど、エレベーターの乗員に通知したい各種情報
を表示する。各種情報表示領域８０３では、多くの情報を表示する場合は、下側から上側
へ流れるように表示するようにしてもよい。具体的には、たとえば、各地域の天気予報を
表示する場合は、新しい地域の情報は、順次下から表示され、古い地域の情報は上側へ移
動してから、消去するようにしてもよい。また、その逆に、上側から、下側へ流れるよう
に表示してもよい。また、左右どちらかへ流れるように表示してもよい。このように、各
種情報表示領域８０３では、表示する情報の内容によって、表示形態を変えることができ
る。
【００９７】
　管理情報表示領域８０２と、各種情報表示領域８０３とでは、その境に明確な区切りは
なくてもよい。これにより、表示する状況に応じて、管理情報表示領域８０２を右側に長
くしたり、また、各種情報表示領域８０３を上側に長くしたりすることができる。また、
表示する情報によっては、管理情報表示領域８０２と、各種情報表示領域８０３とを、一
続きとして、使用することもできる。
【００９８】
　このように、表示画面１０２をレイアウトすることで、広告情報を表示しながら、それ
以外の情報も同時に、乗員に伝えることができる。表示画面１０２は、通常は、図８に示
すようなレイアウトであるが、状況によって、このレイアウトを変更してもよい。たとえ
ば、エレベーターの故障などの緊急事態が生じた場合は、広告エリアを消去して、必要な
情報を表示するようにしてもよい。また、広告の表示演出として、表示画面１０２の全面
を広告表示としてもよい。
【００９９】
（防犯カメラ装置１００のハードウエア構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００のハードウエア構成につ
いて説明する。図９は、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００のハードウ
エア構成の一例を示すブロック図である。図９に示すように、防犯カメラ装置１００は、
ＣＰＵ９０１と、メモリ９０２と、正面カメラ６０１と、背面カメラ６１３と、通信イン
タフェース（Ｉ／Ｆ）９０５と、表示画面（ディスプレイ）１０２と、スピーカー１０４
と、マイク９０６と、振動センサ９０７と、照度センサ９０８と、電源制御ユニット９０
９と、電源ボタン２０１と、操作ボタン２０２と、を備えている。各構成部１０２，１０
４，２０１，２０２，６０１，６１３，９０１～９０９は、バス９００によって接続され
ている。
【０１００】
　ＣＰＵ９０１は、メモリ９０２に記憶されたプログラムを実行することによって、防犯
カメラ装置１００の装置全体の制御をつかさどる。メモリ９０２は、ＣＰＵ９０１が実行
するプログラムを含む各種情報を記憶することができる。また、メモリ９０２は、表示画
面１０２に表示する広告情報や、正面カメラ６０１や背面カメラ６１３が撮影した画像デ
ータおよび撮影した日時に関する情報などを記憶していてもよい。メモリ９０２は、ハー
ドディスクメモリのほか、ＩＣメモリ、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）



(15) JP 2021-84812 A 2021.6.3

10

20

30

40

50

などであってもよい。
【０１０１】
　また、メモリ９０２は、防犯カメラ装置１００に対して、防犯カメラ装置１００に設け
られたカードスロットを介して着脱可能なメモリカードであってもよい。メモリカードは
、たとえば、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリカードなどのＩＣカードによ
ってその機能を実現することができる。メモリカードは、外付けハードディスク、ＵＳＢ
メモリ、ＳＳＤなどによって、その機能を実現するようにしてもよい。
【０１０２】
　正面カメラ６０１は、正面用撮像素子を備え、正面用撮像素子が正面レンズ１０３を通
して受光した光を電気信号に変換することによって、画像情報（撮影データ）を取得する
。正面カメラ６０１は、静止画を撮影するものであってもよく、動画を撮影するものであ
ってもよい。動画は、所定時間間隔で撮影された静止画を連続して再生するものを含む。
画像情報は、所定の動画・音声データの圧縮方式の標準規格（たとえば、ＭＰＥＧ（Ｍｏ
ｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）など）によって圧縮されたも
のであってもよい。
【０１０３】
　背面カメラ６１３は、背面用撮像素子を備え、背面用撮像素子が背面レンズ２０４を通
して受光した光を電気信号に変換することによって、画像情報（撮影データ）を取得する
。背面カメラ６１３は、たとえば、静止画を撮影する。画像情報は、正面カメラ６０１と
同様に、所定の動画・音声データの圧縮方式の標準規格（たとえば、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉ
ｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）など）によって圧縮されたもので
あってもよい。
【０１０４】
　通信Ｉ／Ｆ９０５は、通信回線を通じて防犯カメラ装置１００とインターネットなどの
ネットワークＮとを接続するインタフェースであって、ネットワークＮと防犯カメラ装置
１００の内部とのインタフェースをつかさどり、外部装置からのデータの入力および外部
装置へのデータの出力を制御する。
【０１０５】
　ＣＰＵ９０１は、通信Ｉ／Ｆ９０５を制御して、図示を省略する広告配信サーバあるい
は広告主の情報端末装置から、ネットワークＮを介して、広告情報を取得してもよい。ま
た、ＣＰＵ９０１は、通信Ｉ／Ｆ９０５を制御して、エレベーターの乗員が携行するスマ
ートフォンなどの情報端末装置から広告情報を受信するようにしてもよい。
【０１０６】
　通信Ｉ／Ｆ９０５は、たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）による無線インタフェースで
ある。また、通信Ｉ／Ｆ９０５は、携帯電話回線（たとえばＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ））、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）などの無線通信のインタフェースであってもよく、また、モデムやＬＡＮアダ
プターなどの有線通信のインタフェースを採用することができる。また、エレベーターが
遠隔監視などのために有しているネットワークに接続し、そのネットワークを介して、情
報の送受信をおこなうようにしてもよい。また、通信Ｉ／Ｆ９０５は、たとえば、ＵＳＢ
インタフェースによって実現してもよい。
【０１０７】
　表示画面１０２は、ＣＰＵ９０１によって駆動制御されて、広告などを表示する。表示
画面１０２は、メンテナンス予定などのエレベーターの管理情報を表示してもよい。管理
情報は、たとえば、防犯カメラ装置１００の管理者などによって適宜防犯カメラ装置１０
０に送信される。広告情報や管理情報は、表示画面１０２に表示する期間（表示開始日時
や表示終了日時など）を示す情報を含んでいてもよい。
【０１０８】
　スピーカー１０４は、音声信号である電気信号によって振動板を振動させて音を発生さ
せる。また、スピーカー１０４は、音声信号を出力する出力端子であってもよく、当該出
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力端子に外部スピーカー１０４を接続して、音を発生させるようにしてもよい。
【０１０９】
　マイク９０６は、カゴ７０１内の音声を集音する。振動センサ９０７は、カゴ７０１の
振動を検出する。振動センサ９０７は、たとえば、加速度センサなどによって実現するこ
とができる。照度センサ９０８は、カゴ７０１内の照度（明るさ）を検出する。照度セン
サ９０８は、たとえば、フォトトランジスタやフォトダイオードを用いて実現することが
できる。
【０１１０】
　電源制御ユニット９０９は、たとえば、コンセントプラグやケーブル５０２を介して供
給を受けたＡＣ電源の電圧を調整する電圧調整部（電源ＩＣなど）によって実現すること
ができる。電源制御ユニット９０９は、具体的には、たとえば、コンセントプラグ、当該
コンセントプラグに接続されたケーブル５０２、および、コンセントプラグを介して供給
を受けたＡＣ電源から所定の直流電力を取り出す変圧回路、整流回路、安定化回路などに
よって構成されるＡＣアダプターによって実現することができる。ＡＣアダプターの機能
は、防犯カメラ装置１００の筐体１０１内に、あるいは、筐体１０１と一体に設けられて
いてもよい。
【０１１１】
　また、防犯カメラ装置１００は、リチウム電池などのバッテリー（蓄電池）を、さらに
備えていてもよい。すなわち、電源制御ユニット９０９には、蓄電池が含まれていてもよ
い、あるいは、電源制御ユニット９０９は、蓄電池を接続する接続端子を備えていてもよ
い。これにより、蓄電池を容易に交換することができる。このように、電源制御ユニット
９０９は、ＡＣ電源コネクタ２０８を有し、ＡＣ電源コネクタ２０８に供給された電源を
、防犯カメラ装置１００の各部へ供給する。
【０１１２】
　電源ボタン２０１や操作ボタン２０２は、操作を受け付けるごとに、受け付けたボタン
に応じた信号をＣＰＵ９０１に出力する。ＣＰＵ９０１は、電源ボタン２０１や操作ボタ
ン２０２から出力される信号に基づいて各部を駆動制御することにより、電源のＯＮ／Ｏ
ＦＦを切り替えたり、スピーカー１０４から出力する音声の音量を調整したり、表示画面
１０２における表示内容を切り替えたりする。
【０１１３】
　その他、図示は省略するが、防犯カメラ装置１００は、メモリカードＩ／Ｆ、入出力デ
バイス、ＧＰＳ受信機などを備えていてもよい。メモリカードＩ／Ｆは、カードスロット
を介して防犯カメラ装置１００と接続されるインタフェースである。メモリカードＩ／Ｆ
は、メモリカードと内部のインタフェースをつかさどり、メモリカードからのデータの入
力およびメモリカードへのデータの出力を制御する。
【０１１４】
　入出力デバイスは、たとえば、文字、数字、各種指示などの入力のためのキーまたはボ
タンによって実現することができる。また、入出力デバイスは、マイク、ディスプレイ（
タッチパネル）、他の情報処理装置を接続可能な接続端子などによって実現されるもので
あってもよい。
【０１１５】
　ＧＰＳ受信機は、３つないし５つのＧＰＳ衛星からの電波を受信し、ＧＰＳ衛星との幾
何学的位置を求めるために、ＧＰＳ衛星からの電波を受信してＧＰＳ測位データを出力す
る。ＧＰＳ受信機により、防犯カメラ装置１００の現在位置を把握することができる。
【０１１６】
（防犯カメラ装置１００の設置手順）
　つぎに、防犯カメラ装置１００の設置手順について説明する。防犯カメラ装置１００の
設置に際しては、まず、カゴ７０１内の側壁面に筐体１０１を固定する。筐体１０１は、
カゴ７０１内の上部に固定する。筐体１０１は、乗員が表示画面１０２を見やすい位置や
表示画面１０２が乗員の目に触れやすい位置に固定することが好ましい。具体的に、筐体
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１０１は、たとえば、図７に示すように、扉７０２および操作盤７０３が設けられている
側壁面と同じ側壁面に固定することができる。
【０１１７】
　筐体１０１は、表示画面１０２が、エレベーターのカゴ７０１の側壁面と略平行となる
ような状態で設置する。これにより、表示画面１０２が、カゴ７０１内にせり出ることに
よって、乗員に圧迫感や煩わしさを与えることを回避できる。
【０１１８】
　つぎに、正面カメラ６０１による撮影範囲を調整する。正面カメラ６０１による撮影範
囲は、回動軸６０２の軸心周りに正面カメラ６０１を回動させることによって調整するこ
とができる。正面カメラ６０１による撮影範囲の調整に際しては、まず、ネジ６１７を緩
め、回動軸６０２が回動できるようにする。回動軸６０２は支持部材６０７によって定位
置に支持されているため、ネジ６１７を緩めても撮影部６００が落下することを防止でき
る。
【０１１９】
　つぎに、正面カメラ６０１が撮影する画像を確認しながら、カゴ７０１内をもっとも良
好に撮影できる範囲に調整する。具体的には、手指などで正面カメラ６０１を押すなどし
て、正面カメラ６０１を回動軸６０２の軸心周りに回動させる。そして、正面カメラ６０
１による撮影範囲を決定した後、ネジ６１７を締め付ける。これにより、回動軸６０２の
回動が規制され、正面カメラ６０１の撮影範囲が不用意に変わることのないように固定す
ることができる。
【０１２０】
　図１０は、防犯カメラ装置１００の設置作業の一例を示す説明図である。防犯カメラ装
置１００においては、ネジ孔４０１が筐体１０１の側面１０１ｃに設けられているため、
防犯カメラ装置１００の設置作業をおこなう作業者１０００は、防犯カメラ装置１００を
カゴ７０１の側壁に固定することで表示画面の位置を固定した後に、図１０に示すように
、固定された状態の筐体１０１の側方からドライバーなどの工具１００１を挿入すること
ができ、筐体１０１の側方からネジ６１７にアクセスし、正面カメラ６０１の撮影範囲を
固定することができる。
【０１２１】
　これにより、一旦カゴ７０１の側壁に取り付けた防犯カメラ装置１００を、正面カメラ
６０１の撮影範囲の調整のために取り外して、また取り付ける、という作業をおこなうこ
となく、防犯カメラ装置１００の設置位置を確定した後に、当該確定した位置において、
正面カメラ６０１の撮影範囲の調整のみをおこなうことができる。これにより、正面カメ
ラ６０１の撮影範囲の調整に専念することができ、正面カメラ６０１の撮影範囲の調整作
業を正確かつ迅速におこなうことができる。
【０１２２】
　以上説明したように、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００は、略平板
形状をなし、背面１０１ａをエレベーターのカゴ７０１内の側壁面側に向けて、かつ、正
面１０１ｂが、当該側壁面と略平行となるように、当該カゴ７０１内の上部に後付けされ
る筐体１０１と、筐体１０１の正面に設けられ、カゴ７０１内で当該カゴ７０１の乗員に
対して広告を表示する表示画面１０２と、撮像素子および当該撮像素子に外光を導く光学
系を備えた正面カメラ６０１、および、当該正面カメラ６０１と連結されて当該光学系の
光軸方向に交差する方向に沿って延出する回動軸６０２を備え、カゴ７０１内を撮影する
撮影部６００と、筐体１０１の正面に設けられたレンズ開口６０３から正面レンズ１０３
を臨ませた状態で、筐体１０１の内側において回動軸６０２を軸心周りに回動可能な状態
で保持する保持部６０５と、保持部６０５に保持された回動軸６０２の回動を規制して固
定する固定部６１８と、を備えている。そして、固定部６１８が、筐体１０１における側
面１０１ｃを板厚方向に貫通するネジ孔４０１と、当該ネジ孔４０１に螺合されるネジ６
１７と、を備え、当該ネジ６１７の先端を回動軸６０２に当接させることによって回動軸
６０２の回動を規制し、固定することを特徴としている。



(18) JP 2021-84812 A 2021.6.3

10

20

30

40

50

【０１２３】
　この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００によれば、撮影部６００（正面カ
メラ６０１）を回動軸６０２周りに回動させることによって、カゴ７０１内における表示
画面１０２の向きにかかわらず、撮影部６００（正面カメラ６０１）による撮影範囲を調
整することができる。これにより、カゴ７０１内における表示画面１０２の設置位置や向
きの自由度を損なうことなく、カゴ７０１内を確実に撮影することができる。
【０１２４】
　また、ネジ孔４０およびネジ６１７によって構成される固定部６１８によって回動軸６
０２の回動を固定することにより、物品がぶつかったり悪戯されたりして正面カメラ６０
１の撮影範囲が不用意に変わることを防止できる。これにより、カゴ７０１内を確実に撮
影することができる。
【０１２５】
　また、側面１０１ｃを板厚方向に貫通するネジ孔４０１に螺合されるネジ６１７によっ
て回動軸６０２を固定することにより、筐体１０１の側方からネジ６１７にアクセスする
ことができるので、筐体１０１をカゴ７０１の側壁に固定した状態で、筐体１０１を動か
すことなく正面カメラ６０１の撮影範囲の調整をおこなうことができる。これにより、防
犯カメラ装置１００をカゴ７０１内の側壁面へ取り付ける作業と、正面カメラ６０１の撮
影範囲を調整する作業と、をそれぞれ分けておこなうことができる。
【０１２６】
　このように、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００によれば、カゴ７０
１のサイズや形状に応じて、乗員の目に触れやすく広告効果の高い位置に表示画面１０２
を設置することで、エレベーターのカゴ７０１内における広告効果の向上を図るとともに
、カゴ７０１内を確実に撮影することで、乗員の安全確保に寄与することができる。
【０１２７】
　また、防犯カメラ装置１００をカゴ７０１内の側壁面へ取り付ける作業と、正面カメラ
６０１の撮影範囲を調整する作業と、をそれぞれ分けておこなうことができるため、作業
者は、各作業に専念することができる。これにより、作業の手戻りなどを回避し、各作業
を正確かつ迅速におこなうことができ、作業者の負担軽減および作業時間の短縮を図るこ
とができる。
【０１２８】
　また、作業時間の短縮を図ることにより、作業のためにエレベーターが使用できない時
間を短くすることができ、エレベーターの利用者の利便性を低下させることなく、乗員の
安全確保に寄与することができる。
【０１２９】
　また、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００においては、ネジ６１７が
、外周面にネジ山が設けられた軸部と、当該軸部の長さ方向における一端に設けられた頭
部と、を備え、頭部には、所定形状の工具穴が形成された、いわゆる、特殊ネジであって
もよい。
【０１３０】
　特殊ネジによってネジ６１７を実現することにより、専用工具を用いなければ、ネジ６
１７を緩めたり締めたりする操作をおこなうことが困難となるため、防犯カメラ装置１０
０の盗難や分解などの悪戯を防止することができる。これによって、確実にカゴ７０１内
を確実に撮影することができ、乗員の安全確保に寄与することができる。
【０１３１】
　また、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００は、回動軸６０２が、軸心
方向を鉛直方向と平行にして配置され、正面カメラ６０１が、正面レンズ１０３と正面用
撮像素子とを備え、正面レンズ１０３に対して斜め下方から外光が入射するように回動軸
６０２と連結されていることを特徴としている。
【０１３２】
　この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００によれば、カゴ７０１内の上部に
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位置づけられることから、防犯カメラ装置１００の正面側および上側の撮影が不要である
ことが自明な正面カメラ６０１を、あらかじめ、正面レンズ１０３に対して斜め下方から
外光が入射する状態で回動軸６０２に連結することにより、撮影部６００（正面カメラ６
０１）を回動軸６０２の軸心周りに回動させるだけで、撮影部６００（正面カメラ６０１
）による撮影範囲を容易に調整し、カゴ７０１内を確実に撮影することができる。
【０１３３】
　これにより、撮影部６００（正面カメラ６０１）の撮像範囲の調整を容易かつ迅速にお
こなうことができ、調整作業にかかる作業者の負担軽減および作業時間の短縮を図ること
ができる。また、作業時間の短縮を図ることにより、作業のためにエレベーターが使用で
きない時間を短くし、エレベーターの利用者の利便性を低下させることなく、乗員の安全
確保に寄与することができる。
【０１３４】
　また、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００によれば、略平板形状をな
す筐体１０１を、正面１０１ｂに設けられた表示画面１０２がカゴ７０１内の側壁面と略
平行となるように取り付けることにより、乗員に対して圧迫感を感じさせることなく、カ
ゴ７０１内を確実に撮影することができる。これにより、乗員の安全確保に寄与すること
ができる。
【０１３５】
　また、この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００は、正面レンズ１０３の画
角が９０度以上であることを特徴としている。
【０１３６】
　この発明にかかる実施の形態の防犯カメラ装置１００によれば、９０度以上の画角が確
保された正面レンズ１０３を用いることにより、大多数が立方体ないし長方体形状をなす
カゴ７０１内の空間を、１つの撮影部６００（正面カメラ６０１）によって容易かつ確実
に撮影することができる。これにより、乗員の安全確保に寄与することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
　以上のように、この発明にかかる広告表示機能付き防犯カメラ装置は、エレベーターの
カゴ内で広告を表示するとともに当該カゴ内を撮影する広告表示機能付き防犯カメラ装置
に有用であり、特に、エレベーターの設置後に後付けされてカゴ内で広告を表示するとと
もに当該カゴ内を撮影する広告表示機能付き防犯カメラ装置に適している。
【符号の説明】
【０１３８】
　１００　防犯カメラ装置
　１０１　筐体
　１０１Ａ　背面カバー
　１０１ａ　背面
　１０１Ｂ　ベゼル部材
　１０１ｂ　正面
　１０２　表示画面
　１０３　正面レンズ
　１０４　スピーカー
　１０５　ステータス表示ＬＥＤ
　１０５ａ　ＬＥＤランプ
　２０１　電源ボタン
　２０２　操作ボタン
　２０３　背面蓋
　２０４　背面レンズ
　２０５　ポート用電源スイッチ
　２０６　外部アンテナ取付穴
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　２０７　ビス穴
　２０８　ＡＣ電源コネクタ
　２０９　ＡＣ電源ケーブル固定用部材
　２１０　カバー
　４０１　ネジ孔
　５０１　電源供給用プラグ
　５０２　ケーブル
　６００　撮影部
　６０１　正面カメラ
　６０２　回動軸
　６０３　レンズ開口
　６０４　溝
　６０５　保持部
　６０６　規制用リブ
　６０７　支持部材
　６０８　ネジ孔
　６０９　基板
　６１０　配線
　６１１　ＬＳＩ
　６１２　コンデンサ
　６１３　背面カメラ
　６１４　配線
　６１５　周縁部
　６１６　カラー状部材
　６１７　ネジ
　６１８　固定部
　７０１　（エレベーターの）カゴ
　７０２　（カゴの）扉
　７０３　操作盤
　７０４　プラグソケット
　９０１　ＣＰＵ
　９０２　メモリ
　９０５　通信Ｉ／Ｆ
　９０６　マイク
　９０７　振動センサ
　９０８　照度センサ
　９０９　電源制御ユニット
　１０００　作業者
　１００１　工具
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